
　　　　　　　

　　　　　　　

※任命権者が市長
と異なる場合

平成２８年９月２７日提出
総 務 委 員 会 資 料

職 員 倫 理 条 例 不 正 な 働 き か け に 対 す る イ メ ー ジ

職 員
(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職)

※自らが倫理条例の禁止行為等に違反した場合、

懲戒処分等必要な措置の対象となる
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❺ ❹が不正な働きかけと

判断された場合

管理監督者へ不正要求等
報告書の作成指導

❻ ❹が不正な働きか

けと判断されなかった場

合

職員へ不正な働きが非

該当の説明

❹ ③の結果、管理監

督者に不正な働きかけと

判断されなかった場合で、

判断に疑念があるときに

相談

⓫ 市長等・議員で政治倫理基準違反の疑いが

ある場合

職員倫理審査会からの報告をもって審査請求

倫理監督者

❿ 市長等・議員で政治倫理基準違反の疑いが

ある場合

市長へ報告
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　　管財課：名称変更

(新設）

企画調整部 総務部
総務課

防災安全課

平成28年9月27日提出

平成28年度組織・機構 平成29年度組織・機構(案）

契約課

行政経営部
総合政策課

人事課

情報推進課

人権同和政策課

情報推進課

総務部
総務課

地域政策課

男女共同参画推進課 市民協働部へ

財産活用課

税務課

人事課

行財政改革推進課

地域政策課

財政課
防災安全課

まちづくり推進課

健幸・スポーツ課

市民環境部
市民課

市民協働部
人権・同和政策課

男女共同参画推進課

まちづくり推進課

環境整備課

市民課 医療保険課

環境整備課

環境対策課

総合政策課

契約課

財務部
財政課

議案第101号補足資料

市民環境部

環境対策課

管財課

税務課

平成28、29年度市長部局組織図比較表

市民協働部へ

市民協働部へ

廃止

廃止

地域連携都市政策室

1



平成28年度組織・機構 平成29年度組織・機構(案）

（土地開発公社） （土地開発公社）

商工観光課

農業土木課

土木建設課

健康・スポーツ課

建築課

都市計画課

医療保険課

都市建設部
住宅政策課

土木管理課

高齢介護課

社会・障がい者福祉課

生活支援課

農業土木課

土木建設課

都市計画課

農林振興課

福祉部
子育て支援課

経済部 公営競技事業所

産学振興課

農林振興課

経済施設等対策室

産学振興課

都市建設部
住宅政策課

土木管理課

こども・健康部
子育て支援課

商工観光課

建築課

経済部 公営競技事業所

　　保護課：名称変更

市民協働部へ

市民環境部へ

廃止

統合

統合

福祉部
介護保険課

高齢者支援課

社会・障がい者福祉課

保護課

2


